
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

火入れ許可対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火入れ許可 フローチャート 

➂森林又は森林の周囲 1km の範囲内にある土地に該当するか 

火入れ対象外 

市消防本部(0294-73-1194)へ「火災と紛

らわしい煙又は火災を発する恐れのある

行為の届出書」を提出。 

 

※廃棄物の焼却は原則禁止 

下記における焼却行為は例外的に認められる 

〇風俗慣習上又は宗教上のためのもの 

〇災害の予防や応急対策のためのもの 

〇農業・林業・漁業を営むためにやむを得な 

いもの 

〇焚火などの軽微なもの 

※その他の場合は、環境政策課へ(本庁 2 階) 

➃火入れの面積が 1ha 未満かつ火入れ従事者が 15 名確保できるか 

➁焼却の目的が次のいずれかに該当するか 

〇造林のための地こしらえ 〇開墾準備 〇害虫駆除 

〇焼畑 〇採草地(自然の草地や人工の牧草地)の改良 

 

 

火入れ対象 

※火入れの基準を満たしているため、 

火入れの日から 10 日前までに許可申請が必要 

火入れ面積が 1ha を超える場合 

1ha追加毎に従事者を 15 名追加できるか 

➄火入れ地における土地の所有者から同意を得ているか 

1 筆毎の土地の所有者の同意を得れるか 

土地の所有者の確認は税務課資産税係へ 

※委任状が必要になる場合があり 

又は 

国、県又は市が土地の所有者で許可を得れるか 

道路又は河川の付近の場合建設課用地管理係へ 

火入れ許可 

※『火入許可証』を申請者へ交付 

➆農政課から消防署へ許可した旨連絡 

No YES 

YES 

YES 

No 

従事者を追加 

No 

許可又は同意取得 
YES 

常陸太田市金井町 3690番地 

常陸太田市農政部農政課林政係 

内線：616・617 

➀実施主体が町会又は団体であるか 

YES 

➅火入れ申請 

※添付書類を添えて提出 

場所 

実施者 

目的 

許可条件➀ 

許可条件➁ 

No 

No 


